
近 江 八 幡 市 融資実施機関

事前相談 事前相談 事前相談 事前相談

受付・審査 ①融資あっせん申込

受理

③工事着工

受理・検査 ④工事完了

⑥副申書 受理

融資申込 受理・審査

⑦融資実行

申込者

※融資あっせん申込書を提出する前には、必ず本市担当課および
　 融資実施機関へご相談ください。

※融資あっせん申込書類一式については、
　申込者が自ら担当課へお持ち下さい。

※上記記載事項を遵守できないと判断される申請は、融資あっせん又は融資を取り消す場合があります。

※実際の契約金額や、他の補助金の受領金額により、申込金額と融資金額が異なる場合があります。

※融資実施機関が申込者の返済能力等について審査し、融資の適否を決定します。　 そのため、
   近江八幡市の審査が通っても、融資実施機関の審査により融資できない場合がありますので、ご了承ください。

※融資実行は、原則として融資実施機関の定める時期となります。

②融資あっせ
ん可否決定通
知書

※本市より融資あっせんが適格との通知を受けた方に
　　ついては、融資実施機関へ融資あっせんをいたします
　　ので、融資実施機関にて貸付審査を受けてください。

⑧工事業者へ
　 代金支払い

⑨返済状況報告
　 ※毎翌月
　　  １５日までに

受理・確認

申込から融資まで


